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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-1 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 
様式－7 

要求事項との対比表（ＤＢ） 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

（設計基準対象施設の地盤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四条 設計基準対象施設は、

設置許可基準規則第三条第一

項の地震力が作用した場合に

おいても当該設計基準対象施

設を十分に支持することがで

きる地盤に施設しなければな

らない。ただし、兼用キャス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象施設のうち，地

震の発生によって生じるおそ

れがあるその安全機能の喪失

に起因する放射線による公衆

への影響の程度が特に大きい

施設（以下「耐震重要施設」と

いう。）の建物・構築物，屋外

 

イ 発電用原子炉施設の位置 

(1) 敷地の面積及び形状 

発電用原子炉施設を設置す

る敷地は，島根半島のほぼ中

央，日本海に面した松江市鹿島

町に位置している。このあたり

は，標高 150m 程度の山が日本

海まで迫り，海岸線は屈曲して

数多くの湾を形成している。□1  

敷地の地質は，新第三紀中新

世の堆積岩類及び貫入岩類，並

びにそれらを覆う被覆層から

構成される。□1  

敷地の形状は，これらの湾の

一つである敷地北側の輪谷湾

を中心とした半円状であり，東

西及び南側を山に囲まれてい

る。□1  

敷地全体の広さは，埋立面積

約７万 m2を含め約 192 万 m2で

ある。□1  

 

 

地震の発生によって生じる

おそれがあるその安全機能の

喪失に起因する放射線による

公衆への影響の程度が特に大

きい施設（以下「耐震重要施設」

という。）は，その供用中に大

きな影響を及ぼすおそれがあ

 

1. 安全設計 

 

1.4 耐震設計 

 

発電用原子炉施設の耐震設

計は，「設置許可基準規則」に

適合するように，「1.4.1 設計

基準対象施設の耐震設計」，

「1.4.2 重大事故等対処施設

の耐震設計」，「1.4.3 主要施設

の耐震構造」及び「1.4.4 地震

検知による耐震安全性の確保」

に従って行う。 

 

1.4.1 設計基準対象施設の耐

震設計 

1.4.1.1 設計基準対象施設の

耐震設計の基本方針 

設計基準対象施設の耐震設

計は，以下の項目に従って行

う。 

 

 

(1) 地震により生ずるおそれ

があるその安全機能の喪失に

起因する放射線による公衆へ

の影響の程度が特に大きいも

の（以下「耐震重要施設」とい

う。）は，その供用中に当該耐

震重要施設に大きな影響を及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，

表現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 

核燃料物質の取扱施設及び貯

蔵施設 

2. 燃料貯蔵設備 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-2 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

クにあっては、地盤により十

分に支持されなくてもその安

全機能が損なわれない方法に

より設けることができるとき

は、この限りでない。 

①，⑥ 

 

【解釈】 

１ 第４条に規定する「十分に

支持することができる」と

は、実用 

発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則（平成２５年

原子力規制委員会規則第５

号。以下「設置許可基準規

則」という。）第３条第１項

の規定に基づき設置許可で確

認した設計方針に基づき、設

計基準対象施設について、以

下のいずれかを満たすことを

いう。 

一 兼用キャスク貯蔵施設以外

の設計基準対象施設にあって

は、自重や運転時の荷重等に

加え、設置許可基準規則第３

条第１項の地震力（耐震重要

度分類（実用発電用原子炉及

びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則

の解釈（原規技発第1306193 

号（平成２５年６月１９日原

子力規制委員会決定））の第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 

重要土木構造物，津波防護機能

を有する施設（以下「津波防護

施設」という。），浸水防止機

能を有する設備（以下「浸水防

止設備」という。）及び敷地に

おける津波監視機能を有する

設備（以下「津波監視設備」と

いう。）並びに津波防護施設，

浸水防止設備又は津波監視設

備が設置された建物・構築物に

ついては，自重や運転時の荷重

等に加え，その供用中に大きな

影響を及ぼすおそれがある地

震動（設置（変更）許可を受け

た基準地震動Ｓｓ（以下「基準

地震動Ｓｓ」という。））によ

る地震力が作用した場合にお

いても，接地圧に対する十分な

支持力を有する地盤に設置す

る。 

なお，使用済燃料を貯蔵する

兼用キャスクは保有しない。 

①-1，⑥-6【4 条1】 

 

 

また，上記に加え，基準地震

動Ｓｓによる地震力が作用す

ることによって弱面上のずれ

が発生しない地盤として，設置

（変更）許可を受けた地盤に設

置する。なお，地震動及び地殻

変動による基礎地盤の傾斜が

基本設計段階の目安値である

る地震動（以下「基準地震動Ｓ

ｓ」という。）による地震力が

作用した場合においても接地

圧に対する十分な支持力を有

する地盤に設置する。①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，上記に加え，基準地震

動Ｓｓによる地震力が作用す

ることによって弱面上のずれ

が発生しないことを含め，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対

する支持性能を有する地盤に

設置する。②-1 

 

ぼすおそれがある地震による

加速度によって作用する地震

力に対して，その安全機能が損

なわれるおそれがないように

設計する。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設計基準対象施設は，地

震により発生するおそれがあ

る安全機能の喪失（地震に伴っ

て発生するおそれがある津波

及び周辺斜面の崩壊等による

安全機能の喪失を含む。）及び

それに続く放射線による公衆

への影響を防止する観点から，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，

表現の違いによる差異あり。 

・設置変更許可と整合を図る

ため記載。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-6引用元：P10 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-3 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

４条の解釈中２に規定する耐

震重要度分類をいう。以下同

じ。）の各クラスに応じて設

置許可基準規則第４条第２項

の規定により算定する地震力

（設置許可基準規則第３条第

１項に規定する耐震重要施設

にあっては、基準地震動によ

る地震力（設置許可基準規則

第４条第３項に規定する基準

地震動による地震力をいう。

以下同じ。）を含む。）をい

う。）が作用した場合におい

ても、接地圧に対する十分な

支持力を有すること。①，⑥ 

 

二 兼用キャスク貯蔵施設にあ

っては、自重その他の貯蔵時

に想定される荷重に加え、設

置許可基準規則第４条第２項

の規定により算定する地震力

（兼用キャスクにあっては、

基準地震動による地震力を含

む。）が作用した場合におい

ても、接地圧に対する十分な

支持力を有すること。① 

 

 

２ 第４条に規定する「安全機

能が損なわれない方法」と

は、設置許可基準規則第３条

第１項の方法をいう。①，⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2000を上回る施設が設置さ

れる改良地盤については，設置

変更許可段階において設定し

たＰＳ検層等に基づく改良地

盤の物性値（管理目標値）が確

保されるよう，新たに設定する

配合で地盤改良することとし，

室内配合試験結果より，管理目

標値を上回る解析用物性値を

設定のうえ，施工時の品質管理

によりその物性値を確認する。 

②-1，⑦-1【4 条2】 

 

ここで，屋外重要土木構造

物とは，耐震安全上重要な機

器・配管系の間接支持機能，

若しくは非常時における海水

の通水機能を求められる土木

構造物をいう。 

③-1【4 条3】 

 

設計基準対象施設のうち，耐

震重要施設以外の建物・構築物

及びその他の土木構造物につ

いては，自重や運転時の荷重等

に加え，地震により発生するお

それがある安全機能の喪失（地

震に伴って発生するおそれが

ある津波及び周辺斜面の崩壊

等による安全機能の喪失を含

む。）及びそれに続く放射線に

よる公衆への影響を防止する

観点から，各施設の安全機能が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設以外の設計基

準対象施設については，耐震重

要度分類の各クラスに応じて

算定する地震力が作用した場

合においても，接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に

設置する。①-3 

 

 

 

 

 

各施設の安全機能が喪失した

場合の影響の相対的な程度（以

下「耐震重要度」という。）に

応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又

はＣクラスに分類（以下「耐震

重要度分類」という。）し，そ

れぞれに応じた地震力に十分

耐えられるように設計する。 

①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 建物・構築物については，

耐震重要度分類の各クラスに

応じて算定する地震力が作用

した場合においても，接地圧に

対する十分な支持力を有する

地盤に設置する。◇1 (①-2) 

なお，建物・構築物とは，建

物，構築物及び土木構造物（屋

外重要土木構造物及びその他

の土木構造物）の総称とする。

◇3  

また，屋外重要土木構造物と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，

表現の違いによる差異あり。 

・設置変更許可と整合を図る

ため記載。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，

表現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-4 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

― 以 下 余 白 ―  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喪失した場合の影響の相対的

な程度（以下「耐震重要度」と

いう。）に応じた，Ｓクラス，

Ｂクラス又はＣクラスの分類

（以下「耐震重要度分類」とい

う。）の各クラスに応じて算定

する地震力が作用した場合に

ついては，自重や運転時の荷重

等に加え，代替する機能を有す

る設計基準事故対処設備が属

する耐震重要度分類の各クラ

スに応じて算定する地震力が

作用した場合においても，接地

圧に対する十分な支持力を有

する地盤に設置する。 

ここで，その他の土木構造物

とは，屋外重要土木構造物を除

いた土木構造物をいう。 

①-2，①-3【4 条4】 

 

設計基準対象施設のうち，耐

震重要施設は，地震発生に伴う

地殻変動によって生じる支持

地盤の傾斜及び撓み並びに地

震発生に伴う建物・構築物間の

不等沈下，液状化及び揺すり込

み沈下等の周辺地盤の変状に

より，その安全機能が損なわれ

るおそれがない地盤として，設

置（変更）許可を受けた地盤に

設置する。 

④-1【4 条5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設は，地震発生に

伴う地殻変動によって生じる

支持地盤の傾斜及び撓み並び

に地震発生に伴う建物・構築物

間の不等沈下，液状化及び揺す

り込み沈下等の周辺地盤の変

状により，その安全機能が損な

われるおそれがない地盤に設

置する。④-1 

 

 

 

 

は，耐震安全上重要な機器・配

管系の間接支持機能，若しくは

非常時における海水の通水機

能を求められる土木構造物を

いう。③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) Ｓクラスの施設（(6)に

記載のもののうち，津波防護機

能を有する施設（以下「津波防

護施設」という。），浸水防止

機能を有する設備（以下「浸水

防止設備」という。）及び敷地

における津波監視機能を有す

る設備（以下「津波監視設備」

という。）を除く。）は，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対

して，その安全機能が保持でき

るように設計する。◇3  

また，弾性設計用地震動Ｓｄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，

表現の違いによる差異あり。 

・設置変更許可と整合を図る

ため記載。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2引用元：P2,P3 

①-3引用元：P3 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-5 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象施設のうち，耐

震重要施設は，将来活動する可

能性のある断層等の露頭がな

い地盤として，設置（変更）許

可を受けた地盤に設置する。 

⑤-1【4 条 6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設は，将来活動す

る可能性のある断層等の露頭

がない地盤に設置する。⑤-1 

 

耐震重要施設については，基

準地震動Ｓｓによる地震力に

よって生じるおそれがある周

辺の斜面の崩壊に対して，その

安全機能が損なわれるおそれ

がない場所に設置する。□2  

 

― 以 下 余 白 ― 

による地震力又は静的地震力

のいずれか大きい方の地震力

に対して，おおむね弾性状態に

とどまる範囲で耐えられる設

計とする。◇3  

 

(5) Ｓクラスの施設（(6)に記

載のもののうち，津波防護施

設，浸水防止設備及び津波監視

設備を除く。）については，静

的地震力は，水平地震力と鉛直

地震力が同時に不利な方向の

組合せで作用するものとする。

◇3  

また，基準地震動Ｓｓ及び弾

性設計用地震動Ｓｄによる地

震力は，水平２方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。なお，

水平２方向及び鉛直方向の地

震力が同時に作用し，影響が考

えられる施設及び設備につい

ては許容限界の範囲内にとど

まることを確認する。◇3  

 

(6) 屋外重要土木構造物，津

波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備並びに津波防護

施設，浸水防止設備又は津波監

視設備が設置された建物・構築

物は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して，構造全体として

変形能力（終局耐力時の変形）

・同趣旨の記載ではあるが，

表現の違いによる差異あり。 

・設置変更許可と整合を図る

ため記載。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-6 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について十分な余裕を有する

とともに，それぞれの施設及び

設備に要求される機能が保持

できるように設計する。ただ

し，浸水防止設備のうち隔離

弁，ポンプ及び配管について

は，塑性ひずみが生じる場合で

あっても，その量が小さなレベ

ルにとどまって破断延性限界

に十分な余裕を有し，浸水防止

機能に影響を及ぼさないよう

に，また，動的機器等について

は，基準地震動Ｓｓによる応答

に対して，その設備に要求され

る機能を保持するように設計

する。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又はＳクラスの

施設に適用する静的地震力の

いずれか大きい方の地震力に

対して，おおむね弾性状態にと

どまる範囲で耐えられる設計

とする。 

なお，基準地震動Ｓｓ及び弾

性設計用地震動Ｓｄの水平２

方向及び鉛直方向の地震力の

組合せについては，上記(5)と

同様とする。◇3  

また，重大事故等対処施設を

津波から防護するための津波

防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びにこれらが設

置された建物・構築物について
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-7 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も同様の設計方針とする。◇3  

 

(7) Ｂクラスの施設は，静的

地震力に対しておおむね弾性

状態にとどまる範囲で耐えら

れるように設計する。◇3  

また，共振のおそれのある施

設については，その影響につい

ての検討を行う。その場合，検

討に用いる地震動は，弾性設計

用地震動Ｓｄに２分の１を乗

じたものとする。なお，当該地

震動による地震力は，水平２方

向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定するもの

とし，Ｓクラス施設と同様に許

容限界の範囲内にとどまるこ

とを確認する。◇3  

(8) Ｃクラスの施設は，静的

地震力に対して，おおむね弾性

状態にとどまる範囲で耐えら

れるように設計する。◇3  

(9) 耐震重要施設は，耐震重

要度分類の下位のクラスに属

するものの波及的影響によっ

て，その安全機能を損なわない

ように設計する。◇3  

(10) 設計基準対象施設の構

造計画及び配置計画に際して

は，地震の影響が低減されるよ

うに考慮する。◇3  

(11) Ｓクラスの施設及びそ

の間接支持構造物等のうち，地
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-8 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震動及び地殻変動による基礎

地盤の傾斜が基本設計段階の

目安値である 1/2,000 を上回

る施設においては，ＰＳ検層等

に基づく改良地盤の物性値を

確保したうえで，グラウンドア

ンカを考慮することにより，施

設の安全機能を損なわないよ

うに設計する。⑦-1 

(12) 設計基準対象施設の設

計においては，防波壁の設置及

び地盤改良を実施したことに

より地下水の流れが遮断され

地下水位が上昇するおそれが

あることを踏まえ，地下水位を

一定の範囲に保持する地下水

位低下設備を設置し，同設備の

効果が及ぶ範囲においては，そ

の機能を考慮した設計地下水

位を設定し水圧の影響を考慮

する。◇3 地下水位低下設備の効

果が及ばない範囲においては，

自然水位より保守的に高く設

定した水位又は地表面にて設

計地下水位を設定し水圧の影

響を考慮する。◇3  

(13) 耐震重要施設は，液状

化，揺すり込み沈下等の周辺地

盤の変状の影響を考慮した場

合においても，その安全機能が

損なわれるおそれがないよう

に設計する。◇3  

(14) 炉心内の燃料被覆管の
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-9 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象施設のうち，Ｓ

クラスの施設（津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設

放射性物質の閉じ込めの機能

については，以下のとおり設計

する。◇3  

弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力又は静的地震力のいず

れか大きい方の地震力に対し

て，炉心内の燃料被覆管の応答

が全体的におおむね弾性状態

にとどまるように設計する。 

基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，放射性物質の閉じ込

めの機能に影響を及ぼさない

ように設計する。◇3  

 

1.4.1.4 荷重の組合せと許容

限界 

設計基準対象施設の耐震設計

における荷重の組合せと許容

限界は以下による。◇3  

 (4) 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重と

を組み合わせた状態に対する

許容限界は次のとおりとし，安

全上適切と認められる規格及

び基準，試験等で妥当性が確認

されている許容応力等を用い

る。◇3  

 

ｄ．基礎地盤の支持性能 

 

(a) Ｓクラスの建物・構築物

及びＳクラスの機器・配管系

（（b）に記載のもののうち，津

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，

表現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-10 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

備を除く。）の地盤の接地圧に

対する支持力の許容限界につ

いて，自重や運転時の荷重等と

基準地震動Ｓｓによる地震力

との組合せにより算定される

接地圧が，安全上適切と認めら

れる規格及び基準等による地

盤の極限支持力度に対して妥

当な余裕を有することを確認

する。 

⑥-1，⑥-2，⑥-5【4 条 7】 

 

 

また，上記の設計基準対象施

設にあっては，自重や運転時の

荷重等と設置（変更）許可を受

けた弾性設計用地震動Ｓｄ（以

下「弾性設計用地震動Ｓｄ」と

いう。）による地震力又は静的

地震力との組合せにより算定

される接地圧について，安全上

適切と認められる規格及び基

準等による地盤の短期許容支

持力度を許容限界とする。 

⑥-3，⑥-4【4 条8】 

 

屋外重要土木構造物，津波

防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備並びに津波防護

施設，浸水防止設備又は津波

監視設備が設置された建物・

構築物の地盤においては，自

重や運転時の荷重等と基準地

波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備を除く。）の基礎

地盤⑥-1 

ⅰ 弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力と

の組合せ⑥-3 に対する許容限

界 

接地圧に対して，安全上適切

と認められる規格，基準等によ

る地盤の短期許容支持力度を

許容限界とする。⑥-4 

 

 

ⅱ 基準地震動Ｓｓによる地

震力との組合せ⑥-2 に対する

許容限界 

接地圧が，安全上適切と認めら

れる規格，基準等による地盤の

極限支持力度に対して妥当な

余裕を有することを確認する。

⑥-5 

 

 

 

 

 

(b) 屋外重要土木構造物，津

波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備並びに津波防護

施設，浸水防止設備又は津波監

視設備が設置された建物・構築

物の基礎地盤⑥-6 

ⅰ 基準地震動Ｓｓによる地

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，

表現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，

表現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-2，⑥-5引用元：P10 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-2，⑥-5引用元：P9 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-11 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

震動Ｓｓによる地震力との組

合せにより算定される接地圧

が，安全上適切と認められる

規格及び基準等による地盤の

極限支持力度に対して妥当な

余裕を有することを確認す

る。 

⑥-6，⑥-7，⑥-8【4 条 9】 

 

設計基準対象施設のうち，Ｂ

クラス及びＣクラスの施設の

地盤においては，自重や運転時

の荷重等と，静的地震力及び動

的地震力（Ｂクラスの共振影響

検討に係るもの又はＢクラス

の施設の機能を代替する常設

重大事故防止設備の共振影響

検討に係るもの）との組合せに

より算定される接地圧に対し

て，安全上適切と認められる規

格及び基準等による地盤の短

期許容支持力度を許容限界と

する。 

⑥-9，⑥-4【4 条10】 

― 以 下 余 白 ― 

 

震力との組合せ⑥-7 に対する

許容限界 

接地圧が，安全上適切と認めら

れる規格，基準等による地盤の

極限支持力度に対して妥当な

余裕を有することを確認する。

⑥-8 

 

 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの

建物・構築物，Ｂクラス及びＣ

クラスの機器・配管系並びにそ

の他の土木構造物の基礎地盤

⑥-9 

 

上記（a）ⅰによる許容支持

力度を許容限界とする。◇2 （⑥

-4） 

 

 

 

 

 

 

1.10 発電用原子炉設置変更

許可申請に係る安全設計の方

針 

1.10.1 発電用原子炉設置変

更許可申請（平成 25 年 12 月

25 日申請）に係る実用発電用

原子炉及びその附属施設の位

置、構造及び設備の基準に関す

る規則への適合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，

表現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-4引用元：P10 

― 以 下 余 白 ― 

12



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-12 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

発電用原子炉施設は，「設置

許可基準規則」に十分適合する

ように設計する。各条文に対す

る適合のための設計方針は次

のとおりである。 

 

（設計基準対象施設の地盤） 

第三条 （条文は省略） 

適合のための設計方針 

１ について 

耐震重要施設については，基準

地震動による地震力が作用し

た場合においても，接地圧に対

する十分な支持力を有する地

盤に設置する。◇1 （①-1） 

また，上記に加え，基準地震

動による地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発

生しないことを含め，基準地震

動による地震力に対する支持

性能を有する地盤に設置する。

◇1 （②-1） 

耐震重要施設以外の設計基

準対象施設については，耐震重

要度分類の各クラスに応じて

算定する地震力が作用した場

合においても，接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に

設置する。◇1 （①-2） 

２ について 

耐震重要施設は，地震発生に

伴う地殻変動によって生じる

支持地盤の傾斜及び撓み並び

13



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】  
 

 

様式－7（4条）-13 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

：前回提出時からの変更箇所 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関

する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

に地震発生に伴う建物・構築物

間の不等沈下，液状化や揺すり

込み沈下等の周辺地盤の変状

により，その安全機能が損なわ

れるおそれがない地盤に設置

する。◇1 （④-1） 

３ について 

耐震重要施設は，将来活動す

る可能性のある断層等の露頭

がない地盤に設置する。◇1 （⑤

-1） 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】 

様式－6 

様式－6（4条）-1 

各条文の設計の考え方 

第 4条（設計基準対象施設の地盤） 

１．技術基準の条文，解釈への適合性に関する考え方 

№ 基本設計方針で記載する事項 適合性の考え方(理由) 項-号 解釈 説明資料等 

① 
地震時の接地圧に対する十

分な支持力 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を受

けている内容を記載する。 

なお,兼用キャスクを用いた使用済燃料の貯

蔵設備を設置しない旨も記載する。 

1頁 1,2 a,b,c 

② 
地震時に弱面上のずれが発

生しないこと 

地震時に弱面上のずれが発生しない地盤と

して，設置（変更）許可を受けた地盤に設

置することを記載する。 

― ― ― 

③ 屋外重要土木構造物の定義 
屋外重要土木構造物として定義される構造

物の種類について記載する。 
― ― ― 

④ 

地震発生に伴う地殻変動に

よる支持地盤の傾斜及び撓

み，地震発生に伴う建物・

構造物間の不等沈下，液状

化及び揺すり込み沈下等の

周辺地盤の変状による安全

機能の喪失 

地震発生に伴う地殻変動及び周辺地盤の変

状により安全機能を損なうおそれがない地

盤として，設置（変更）許可を受けた地盤

に設置する旨を記載する。なお，「設計にお

ける留意事項」のうち，設置地盤の不等沈

下による波及的影響については，第 5 条で

の設計方針であることから第 5 条に記載す

る。 

― ― ― 

⑤ 断層等の露頭の有無 

断層等の露頭がない地盤として設置（変

更）許可を受けた地盤に設置する旨を記載

する。 

― ― ― 

⑥ 
地盤の支持性能についての

許容限界 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を受

けている内容を記載する。なお，地盤の支

持性能についての許容限界について記載す

る。 

1頁 1,2 a,b,c 

⑦ 
基礎地盤傾斜が 1/2000を

上回る場合の基本方針 

基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る

審査ガイドに関する要求事項を受けている

内容を記載する。 

－ － a 

２．設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

□1  
敷地の面積及び形状，主要

な原子炉施設の位置に関す

敷地内の面積と形状及び主要な原子炉施設の位置については，

敷地の概要を示したものであるため記載しない。 
― 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 4条 設計基準対象施設の地盤】 

様式－6 

様式－6（4条）-2 

る記載 

□2  他条文に関する記載 
第 5 条に対する設計方針であり，第 5 条にて同趣旨の内容を

整理するため記載しない。 
― 

３．設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

◇1  設置許可本文との重複記載 設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載しない。 ― 

◇2  設置許可添八内の重複記載 
設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載しな

い。 
― 

◇3  他条文に関する記載 
第 5 条に対する設計方針であり，第 5 条にて同趣旨の内容を

整理するため記載しない。 
― 

４．詳細な検討が必要な事項 

№ 記載先 

a 耐震性に関する説明書 

b 原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 

c 排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面（自立型のものに限る。） 

※ 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 49条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式－7（49条）-1 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

様式－7 

要求事項との対比表（ＳＡ） 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規

則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

 

（重大事故等対処施設の地盤） 

第四十九条 重大事故等対処施設

は、次に掲げる施設の区分に応じ、

それぞれ次に定める地盤に施設しな

ければならない。 

①，⑤ 

 

【解釈】 

第４９条（重大事故等対処施設の地

盤） 

１ 第４９条の適用に当たっては、

第４条の解釈に準ずるものとする。 

①，⑤ 

 

 

 

 

 

一 重大事故防止設備のうち常設の

もの（以下「常設重大事故防止設

備」という。）であって、耐震重要

施設に属する設計基準事故対処設備

が有する機能を代替するもの（以下

「常設耐震重要重大事故防止設備」

という。）が設置される重大事故等

対処施設（特定重大事故等対処施設

を除く。）基準地震動による地震力

が作用した場合においても当該重大

事故等対処施設を十分に支持するこ

とができる地盤 

① ，⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設のうち，常設

耐震重要重大事故防止設備，常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＳ

クラスのもの）又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除

く。以下同じ。）については，自重

や運転時の荷重等に加え，その供用

中に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震動（設置（変更）許可を受け

た基準地震動Ｓｓ（以下「基準地震

動Ｓｓ」という。））による地震力

イ 発電用原子炉施設の位置 

(1) 敷地の面積及び形状 

発電用原子炉施設を設置する敷

地は，島根半島のほぼ中央，日本海

に面した松江市鹿島町に位置して

いる。このあたりは，標高 150m程度

の山が日本海まで迫り，海岸線は屈

曲して数多くの湾を形成している。

□1  

敷地の地質は，新第三紀中新世の

堆積岩類及び貫入岩類，並びにそれ

らを覆う被覆層から構成される。□1  

敷地の形状は，これらの湾の一つ

である敷地北側の輪谷湾を中心と

した半円状であり，東西及び南側を

山に囲まれている。□1  

敷地全体の広さは，埋立面積約７

万 m2を含め約 192万 m2である。 

□1  

常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設につい

ては，基準地震動Ｓｓによる地震力

が作用した場合においても，接地圧

に対する十分な支持力を有する地

盤に設置する。①-1 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.4.2 重大事故等対処施設の耐震

設計 

1.4.2.1 重大事故等対処施設の耐

震設計の基本方針 

重大事故等対処施設については，

設計基準対象施設の耐震設計にお

ける動的地震力又は静的地震力に

対する設計方針を踏襲し，重大事故

等対処施設の構造上の特徴，重大事

故等における運転状態，重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重等

を考慮し，適用する地震力に対して

重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがない

ことを目的として，設備分類に応じ

て，以下の項目に従って耐震設計を

行う。◇2  

 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故防止設備（設計

基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類がＳクラスのもの）が設

置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。） 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，重大事故に至るおそれがある

事故に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないように

設計する。◇2  

(2) 常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 49条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式－7（49条）-2 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規

則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設置

される重大事故等対処施設（特定重

大事故等対処施設を除く。） 設置

許可基準規則第四条第二項の規定に

より算定する地震力が作用した場合

においても当該重大事故等対処施設

を十分に支持することができる地盤

①，⑤ 

 

三 重大事故緩和設備のうち常設の

もの（以下「常設重大事故緩和設

備」という。）が設置される重大事

故等対処施設（特定重大事故等対処

施設を除く。） 基準地震動による

地震力が作用した場合においても当

該重大事故等対処施設を十分に支持

することができる地盤 

①，⑤ 

 

四 特定重大事故等対処施設 設置許

が作用した場合においても，接地圧

に対する十分な支持力を有する地盤

に設置する。 

①-1【49 条1】 

 

また，上記に加え，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力が作用することによ

って弱面上のずれが発生しない地盤

として，設置（変更）許可を受けた

地盤に設置する。 

②-1【49 条2】 

 

 

重大事故等対処施設のうち，常設

耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備及び常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該

設備が属する耐震重要度分類がＳク

ラスのもの）が設置される重大事故

等対処施設（特定重大事故等対処施

設を除く。以下同じ。）については，

自重や運転時の荷重等に加え，代替

する機能を有する設計基準事故対処

設備が属する耐震重要度分類の各ク

ラスに応じて算定する地震力が作用

した場合においても，接地圧に対す

る十分な支持力を有する地盤に設置

する。 

①-2【49 条3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，上記に加え，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力が作用することに

よって弱面上のずれが発生しない

ことを含め，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対する支持性能を有する

地盤に設置する。②-1 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以

外の常設重大事故防止設備が設置

される重大事故等対処施設につい

ては，代替する機能を有する設計基

準事故対処設備が属する耐震重要

度分類の各クラスに応じて算定す

る地震力が作用した場合において

も，接地圧に対する十分な支持力を

有する地盤に設置する。①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は常設重大事故防止設備（設計基準

拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＢクラス又はＣクラスの

もの）が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設に

ついては，代替する機能を有する設

計基準事故対処設備が属する耐震

重要度分類のクラスに適用される

地震力，常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＢクラス又はＣク

ラスのもの）が設置される重大事故

等対処施設については，当該設備が

属する耐震重要度分類のクラスに

適用される地震力に十分に耐える

ことができるように設計する。◇2  

(3) 常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設（特定重

大事故等対処施設を除く。） 

基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して，重大事故に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれが

ないように設計する。◇2  

なお，本施設と（2）の両方に属す

る重大事故等対処施設については，

基準地震動Ｓｓによる地震力を適

用するものとする。◇2  

(4) 可搬型重大事故等対処設備 

地震による周辺斜面の崩壊，溢

水，火災等の影響を受けない場所に

適切に保管する。また，可搬型重大

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・設置変更許可と整合を図るため記

載。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 49条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式－7（49条）-3 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規

則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

可基準規則第四条第二項の規定によ

り算定する地震力が作用した場合及

び基準地震動による地震力が作用し

た場合においても当該特定重大事故

等対処施設を十分に支持することが

できる地盤 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設のうち，常設

耐震重要重大事故防止設備，常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＳ

クラスのもの）又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処

施設は，地震発生に伴う地殻変動に

よって生じる支持地盤の傾斜及び撓

み並びに地震発生に伴う建物・構築

物間の不等沈下，液状化及び揺すり

込み沈下等の周辺地盤の変状によ

り，重大事故に至るおそれがある事

故（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

（以下「重大事故等」という。）に

対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない地盤として，設置

（変更）許可を受けた地盤に設置す

る。 

③-1【49 条4】 

 

重大事故等対処施設のうち，常設

耐震重要重大事故防止設備，常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＳ

クラスのもの）又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処

施設は，将来活動する可能性のある

断層等の露頭がない地盤として，設

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設は，地震

発生に伴う地殻変動によって生じ

る支持地盤の傾斜及び撓み並びに

地震発生に伴う建物・構築物間の不

等沈下，液状化及び揺すり込み沈下

等の周辺地盤の変状により，重大事

故に至るおそれがある事故（運転時

の異常な過渡変化及び設計基準事

故を除く。）又は重大事故（以下「重

大事故等」という。）に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれ

がない地盤に設置する。③-1 

 

 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設は，将来

活動する可能性のある断層等の露

頭がない地盤に設置する。④-1 

 

常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置

事故等対処設備保管場所の周辺斜

面の安定性を保持するために設置

する，その他の土木構造物である抑

止杭については，屋外重要土木構造

物に準じた設計とする。◇2  

(5) 常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設につ

いては，基準地震動Ｓｓによる地震

力が作用した場合においても，接地

圧に対する十分な支持力を有する

地盤に設置する。◇1 （①-1） 

また，常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設備

が設置される重大事故等対処施設

については，代替する機能を有する

設計基準事故対処設備が属する耐

震重要度分類のクラスに適用され

る地震力，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）が設置される重大

事故等対処施設については，当該設

備が属する耐震重要度分類のクラ

スに適用される地震力が作用した

場合においても，接地圧に対する十

分な支持力を有する地盤に設置す

る。◇1 （①-2） 

(6) 重大事故等対処施設に適用す

る動的地震力は，水平２方向及び鉛

直方向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。◇2  

なお，水平２方向及び鉛直方向の

地震力が同時に作用し，影響が考え

られる施設及び設備については許

容限界の範囲内にとどまることを

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・設置変更許可と整合を図るため記

載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・設置変更許可と整合を図るため記

載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 49条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式－7（49条）-4 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規

則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

置（変更）許可を受けた地盤に設置

する。 

④-1【49 条 5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

される重大事故等対処施設につい

ては，基準地震動Ｓｓによる地震力

によって生じるおそれがある周辺

の斜面の崩壊に対して，重大事故等

に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがない場所に設置

する。□2  

 

― 以 下 余 白 ― 

確認する。◇2  

(7) 常設耐震重要重大事故防止設

備，常設重大事故緩和設備又は常設

重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分

類がＳクラスのもの）が設置される

重大事故等対処施設の土木構造物

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して，重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれ

がないように設計する。◇2  

(8) 重大事故等対処施設を津波か

ら防護するための津波防護施設，浸

水防止設備及び津波監視設備並び

にこれらが設置された建物・構築物

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して，それぞれの施設及び設備に

要求される機能が保持できるよう

に設計することとし，「1.4.1 設計

基準対象施設の耐震設計」に示す津

波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びにこれらが設置され

た建物・構築物の設計方針に基づき

設計する。◇2  

(9) 常設耐震重要重大事故防止設

備，常設重大事故緩和設備又は常設

重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分

類がＳクラスのもの）が設置される

重大事故等対処施設が，Ｂクラス及

びＣクラスの施設，常設耐震重要重

大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備又は常設重大事故防止

設備（設計基準拡張）（当該設備が属

 

 

④-1引用先：P3 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 49条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式－7（49条）-5 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規

則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する耐震重要度分類がＢクラス又

はＣクラスのもの）が設置される重

大事故等対処施設，可搬型重大事故

等対処設備並びに常設重大事故防

止設備，常設重大事故緩和設備及び

常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）のいずれにも属さない常設の重

大事故等対処施設の波及的影響に

よって，重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわないように

設計する。◇2  

(10) 重大事故等対処施設の構造

計画及び配置計画に際しては，地震

の影響が低減されるように考慮す

る。◇2  

(11) 常設重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設につい

ては，防波壁の設置及び地盤改良を

実施したことにより地下水の流れ

が遮断され地下水位が上昇するお

それがあることを踏まえ，地下水位

を一定の範囲に保持する地下水位

低下設備を設置し，同設備の効果が

及ぶ範囲においては，その機能を考

慮した設計地下水位を設定し水圧

の影響を考慮する。地下水位低下設

備の効果が及ばない範囲において

は，自然水位より保守的に高く設定

した水位又は地表面にて設計地下

水位を設定し水圧の影響を考慮す

る。◇2  
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 49条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式－7（49条）-6 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規

則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 常設耐震重要重大事故防止

設備，常設重大事故緩和設備，常設

重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分

類がＳクラスのもの）が設置される

重大事故等対処施設については，液

状化，揺すり込み沈下等の周辺地盤

の変状の影響を考慮した場合にお

いても，重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれ

がないように設計する。◇2  

(13) 緊急時対策所の耐震設計の

基本方針については，「1.4.2.7 緊

急時対策所」に示す。◇2  

(14) 常設耐震重要重大事故防止

設備，常設重大事故緩和設備又は常

設重大事故防止設備（設計基準拡

張）（当該設備が属する耐震重要度

分類がＳクラスのもの）が設置され

る重大事故等対処施設は，地震動及

び地殻変動による基礎地盤の傾斜

が基本設計段階の目安値である

1/2,000 を上回る施設においては，

ＰＳ検層等に基づく改良地盤の物

性値を確保したうえで，グラウンド

アンカを考慮することにより，重大

事故等に対処するために必要な機

能を損なわないように設計する。◇2  

 

1.4.2.4 荷重の組合せと許容限界 

重大事故等対処施設の耐震設計

における荷重の組合せと許容限界

は以下による。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 49条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式－7（49条）-7 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規

則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設のうち，常設

耐震重要重大事故防止設備，常設重

大事故緩和設備又は常設重大事故防

止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＳクラス

のもの）が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物及び土木構造

物の地盤の接地圧に対する支持力の

許容限界について，自重や運転時の

荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震

力との組合せにより算定される接地

圧が，安全上適切と認められる規格

及び基準等による地盤の極限支持力

度に対して妥当な余裕を有すること

を確認する。 

⑤-1【49 条 6】 

 

 

 

 

重大事故等対処施設のうち，常設

耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設

備が属する耐震重要度分類がＢクラ

ス又はＣクラスのもの）が設置され

(4) 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを

組み合わせた状態に対する許容限

界は次のとおりとし，安全上適切と

認められる規格及び基準，試験等で

妥当性が確認されている許容応力

等を用いる。◇2  

ｃ．基礎地盤の支持性能 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設

備，常設重大事故緩和設備又は常設

重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分

類がＳクラスのもの）が設置される

重大事故等対処施設の建物・構築

物，機器・配管系及び土木構造物の

基礎地盤 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限

界」の「(4) 許容限界」に示すＳク

ラスの建物・構築物，Ｓクラスの機

器・配管系，屋外重要土木構造物，

津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに津波防護施設，浸

水防止設備又は津波監視設備が設

置された建物・構築物の基礎地盤の

基準地震動Ｓｓによる地震力との

組合せ⑤-1 に対する許容限界を適

用する。◇3  

 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備又

は常設重大事故防止設備（設計基準

拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＢクラス又はＣクラスの

もの）が設置される重大事故等対処

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.1 地盤 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 49条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式－7（49条）-8 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規

則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

る重大事故等対処施設の建物・構築

物，機器・配管系及び土木構造物の

地盤においては，自重や運転時の荷

重等と，静的地震力及び動的地震力

（Ｂクラスの共振影響検討に係るも

の又はＢクラスの施設の機能を代替

する常設重大事故防止設備の共振影

響検討に係るもの）との組合せによ

り算定される接地圧に対して，安全

上適切と認められる規格及び基準等

による地盤の短期許容支持力度を許

容限界とする。 

⑤-2，⑤-3【49 条7】 

 

― 以 下 余 白 ― 

施設の建物・構築物，機器・配管系

及び土木構造物の基礎地盤⑤-2 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限

界」の「(4)許容限界」に示すＢクラ

ス及びＣクラスの建物・構築物，Ｂ

クラス及びＣクラスの機器・配管系

並びにその他の土木構造物の基礎

地盤の許容限界⑤-3を適用する。 

 

 

 

1.10 発電用原子炉設置変更許可

申請に係る安全設計の方針 

1.10.1 発電用原子炉設置変更許

可申請（平成 25年 12月 25日申請）

に係る実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則への適合 

 

（重大事故等対処施設の地盤）  

第三十八条 （条文は省略） 

適合のための設計方針 

１ 一 について 

常設耐震重要重大事故防止設備

が設置される重大事故等対処施設

（特定重大事故等対処施設を除

く。）は，基準地震動Ｓｓによる地震

力が作用した場合においても，接地

圧に対する十分な支持力を有する

地盤に設置する。◇1 （①-1） 

また，上記に加え，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力が作用することに

よって弱面上のずれが発生しない

ことを含め，基準地震動Ｓｓによる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 49条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式－7（49条）-9 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規

則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

地震力に対する支持性能を有する

地盤に設置する。◇1 （②-1） 

１ 二 について 

常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設

置される施設（特定重大事故等対処

施設を除く。）は，代替する機能を有

する設計基準事故対処設備が属す

る耐震重要度分類の各クラスに応

じて算定する地震力が作用した場

合においても，接地圧に対する十分

な支持力を有する地盤に設置する。

◇1 （①-2） 

１ 三 について 

常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設（特定重大

事故等対処施設を除く。）は，基準地

震動Ｓｓによる地震力が作用した

場合においても，接地圧に対する十

分な支持力を有する地盤に設置す

る。◇1 （①-1） 

また，上記に加え，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力が作用することに

よって弱面上のずれが発生しない

ことを含め，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対する支持性能を有する

地盤に設置する。◇1 （②-1） 

１ 四 について 

特定重大事故等対処施設につい

ては，今回の変更申請対象外とす

る。 

２ について 

常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7  

【第 49条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式－7（49条）-10 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関する規

則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

される重大事故等対処施設（特定重

大事故等対処施設を除く。）は，地震

発生に伴う地殻変動によって生じ

る支持地盤の傾斜及び撓み並びに

地震発生に伴う建物・構築物間の不

等沈下，液状化及び揺すり込み沈下

等の周辺地盤の変状により，重大事

故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがない地盤に

設置する。◇1 （③-1） 

３ について 

常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設（特定重

大事故等対処施設を除く。）は，将来

活動する可能性のある断層等の露

頭がない地盤に設置する。◇1（④-1） 

なお，「１～３について」における

重大事故等対処施設の設備分類に

ついては，第三十九条の「適合のた

めの設計方針」の「１ について」

における「Ⅰ.設備分類」による。◇3  

 

― 以 下 余 白 ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 49 条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式－6 

様式－6（49条）-1 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

各条文の設計の考え方 

第 49条（重大事故等対処施設の地盤） 

１．技術基準の条文，解釈への適合性に関する考え方 

№ 基本設計方針で記載する事項 適合性の考え方(理由) 項-号 解釈 説明資料等 

① 
地震時の接地圧に対する十

分な支持力 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を受

けている内容を記載する。 

1項 1号 

1項 2号 

1項 3号 

1 a,b,c 

② 
地震時に弱面上のずれが発

生しないこと 

地震時に弱面上のずれが発生しない地盤と

して，設置（変更）許可を受けた地盤に設

置することを記載する。 

― ― ― 

③ 

地震発生に伴う地殻変動に

よる支持地盤の傾斜及び撓

み，地震発生に伴う建物・

構造物間の不等沈下，液状

化及び揺すり込み沈下等の

周辺地盤の変状による安全

機能の喪失 

地震発生に伴う地殻変動及び周辺地盤の変

状により安全機能を損なうおそれがない地

盤として，設置（変更）許可を受けた地盤

に設置する旨を記載する。なお，「設計にお

ける留意事項」のうち，設置地盤の不等沈

下による波及的影響については，第 50 条

での設計方針であることから第 50 条に記

載する。 

― ― ― 

④ 断層等の露頭の有無 

断層等の露頭がない地盤として設置（変

更）許可を受けた地盤に設置する旨を記載

する。 

― ― ― 

⑤ 
地盤の支持性能についての

許容限界 

地盤の支持性能についての許容限界を記載

する。 

1項 1号 

1項 2号 

1項 3号 

1 a,b,c 

２．設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

□1  

敷地の面積及び形状，主要

な原子炉施設の位置に関す

る記載 

敷地内の面積と形状及び主要な原子炉施設の位置については，

敷地の概要を示したものであるため記載しない。 
― 

□2  他条文に関する記載 
第 50条に対する設計方針であり，第 50条にて同趣旨の内容を

整理するため記載しない。 
― 

３．設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

◇1  設置許可本文との重複記載 設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載しない。 ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 49 条 重大事故等対処施設の地盤】 

 

様式－6 

様式－6（49条）-2 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

 

◇2  他条文に関する記載 
第 50条に対する設計方針であり，第 5 条にて同趣旨の内容を

整理するため記載しない。 
― 

◇3  文章，表又は図の呼込み 
設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載しな

い。 
― 

４．詳細な検討が必要な事項 

№ 記載先 

a 耐震性に関する説明書 

b 原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 

c 排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面（自立型のものに限る。） 

※ 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 10条 急傾斜地の崩壊の防止】 

様式－7（10条）-1 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

式－7 

要求事項との対比表（ＤＢ） 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準との対比 
備 考 

（急傾斜地の崩壊の防止） 

第十条 急傾斜地の崩壊による

災害の防止に関する法律（昭和

四十四年法律第五十七号）第三

条第一項の規定により指定さ

れた急傾斜地崩壊危険区域内

に施設する設備は、当該区域内

の急傾斜地（同法第二条第一項

に規定するものをいう。）の崩

壊を助長し、又は誘発すること

がないように施設しなければ

ならない。① 

（解釈） 

１ 急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律（昭和４４

年法律第５７号）に基づき急傾

斜地崩壊危険区域として指定

された地域に設備を施設する

場合には、急傾斜地崩壊防止工

事の技術基準(同法施行令第３

条)によること。① 

― 以 下 余 白 ― 

1.2 急傾斜地の崩壊の防止 

急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律に基づき

指定された急傾斜地崩壊危険

区域でない地域に設備を施設

する。 

― 以 下 余 白 ― 

1.2 急傾斜地の崩壊の防止 

急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律に基づき

指定された急傾斜地崩壊危険

区域でない地域に設備を施設

する。 

①【10 条 1】

― 以 下 余 白 ― 

該当箇所なし 

― 以 下 余 白 ― 

該当箇所なし 

― 以 下 余 白 ― 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし

― 以 下 余 白 ― 

原子炉冷却系統施設（共通） 

1.2 急傾斜地の崩壊の防止 

― 以 下 余 白 ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 10条 急傾斜地の崩壊の防止】 

 

様式－6 

様式－6（10条）-1 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

 

 

各条文の設計の考え方 

第 10条（急傾斜地の崩壊の防止） 

１．技術基準の条文，解釈への適合性に関する考え方 

№ 基本設計方針で記載する事項 適合性の考え方(理由) 項-号 解釈 説明資料等 

① 
要求事項が該当した場合 

の方針 

急傾斜地の指定箇所の変更が生じた場合

の方針を記載。 
1項 1 ― 

２．設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

― ― ― ― 

３．設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

― ― ― ― 

４．詳細な検討が必要な事項 

№ 記載先 

― 急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書 

― 斜面安定性に関する説明書 

― 工場又は事業所の概要を明示した地形図 

― 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 

※ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
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先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目）の基本設計方針） 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

・・前回提出時からの変更箇所 

 
東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機  備考 

  用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造

及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。 

 

第１章 共通項目 

1. 地盤等 

1.1 地盤 

設計基準対象施設のうち，地震の発生によって生じるおそ

れがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆へ

の影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」とい

う。）の建物・構築物，屋外重要土木構造物，津波防護機能を

有する施設（以下「津波防護施設」という。），浸水防止機能を

有する設備（以下「浸水防止設備」という。）及び敷地におけ

る津波監視機能を有する設備（以下「津波監視設備」という。）

並びに津波防護施設，浸水防止設備又は津波監視設備が設置

された建物・構築物について，若しくは，重大事故等対処施

設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故防

止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が

Ｓクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。以下同

じ。）については，自重や運転時の荷重等に加え，その供用中

に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（設置（変更）許

可を受けた基準地震動Ｓｓ（以下「基準地震動Ｓｓ」という。））

による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十

分な支持力を有する地盤に設置する。【4 条 1】【49 条 1】 

 

 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用す

ることによって弱面上のずれが発生しない地盤として，設置

（変更）許可を受けた地盤に設置する。なお，地震動及び地

殻変動による基礎地盤の傾斜が基本設計段階の目安値である

1/2000を上回る施設が設置される改良地盤については，設置

変更許可段階において設定したＰＳ検層等に基づく改良地盤

の物性値（管理目標値）が確保されるよう，新たに設定する

配合で地盤改良することとし，室内配合試験結果より，管理

目標値を上回る解析用物性値を設定のうえ，施工時の品質管

理によりその物性値を確認する。【4 条 2】【49 条 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

【柏崎 7】 

島根 2は，常設重大事

故防止設備（設計基準拡

張）があるので記載し

た。 

【東海第二】 

常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）が東

海第二にはない。 

 

 

 

・設備構成の相違 

【柏崎 7】 

傾斜が 1/2000 を上回

る改良地盤は柏崎 7 に

はない。 

【東海第二】 

傾斜が 1/2000 を上回

る改良地盤は東海第二

にはない。 
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先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目）の基本設計方針） 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

・・前回提出時からの変更箇所 

 
東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機  備考 

ここで，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・

配管系の間接支持機能，若しくは非常時における海水の通水

機能を求められる土木構造物をいう。【4 条 3】 

設計基準対象施設のうち，耐震重要施設以外の建物・構築

物及びその他の土木構造物については，自重や運転時の荷重

等に加え，地震により発生するおそれがある安全機能の喪失

（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩

壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線に

よる公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機能が

喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」と

いう。）に応じた，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスの分類（以

下「耐震重要度分類」という。）の各クラスに応じて算定する

地震力が作用した場合，若しくは，重大事故等対処施設のう

ち，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備及び常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が設置される重大

事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。以下同じ。）

については，自重や運転時の荷重等に加え，代替する機能を

有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類の各ク

ラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，接

地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

ここで，その他の土木構造物とは，屋外重要土木構造物を

除いた土木構造物をいう。【4 条 4】【49 条 3】 

 

設計基準対象施設のうち，耐震重要施設，若しくは，重大事

故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重

要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設は，地震発生に伴う地殻変動に

よって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う

建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下等の

周辺地盤の変状により，その安全機能，若しくは，重大事故

に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」という。）

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤

として，設置（変更）許可を受けた地盤に設置する。【4 条 5】

【49 条 4】 

設計基準対象施設のうち，耐震重要施設，若しくは，重大事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

【柏崎 7】 

島根 2は，常設重大事

故防止設備（設計基準拡

張）があるので記載し

た。 

【東海第二】 

常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）が東

海第二にはない。 

 

・記載の適正化 

【柏崎 7】 

島根 2は，常設重大事

故防止設備（設計基準拡

張）があるので記載し

た。 

【東海第二】 

常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）が東

海第二にはない。 
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先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目）の基本設計方針） 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

・・前回提出時からの変更箇所 

 
東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機  備考 

故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重

要度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設は，将来活動する可能性のある

断層等の露頭がない地盤として，設置（変更）許可を受けた

地盤に設置する。【4 条 6】【49条 5】 

設計基準対象施設のうち，Ｓクラスの施設（津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備を除く。），若しくは，重大事

故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備又は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物及び土木構造物

の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界について，自重や

運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに

より算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び

基準等による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有す

ることを確認する。【4 条 7】【49 条 6】 

 

 

 

また，上記の設計基準対象施設にあっては，自重や運転時

の荷重等と設置（変更）許可を受けた弾性設計用地震動Ｓｄ

（以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は

静的地震力との組合せにより算定される接地圧について，安

全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容

支持力度を許容限界とする。【4 条 8】 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに津波防護施設，浸水防止設備又は津波監視

設備が設置された建物・構築物の地盤においては，自重や運

転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せによ

り算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基

準等による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有する

ことを確認する。【4 条 9】 

設計基準対象施設のうち，Ｂクラス及びＣクラスの施設の

地盤，若しくは，重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備又は常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度

分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設置される重大事故

・記載の適正化 

【柏崎 7】 

島根 2は，常設重大事

故防止設備（設計基準拡

張）があるので記載し

た。 

【東海第二】 

常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）が東

海第二にはない。 

 

・設備構成の相違 

【柏崎 7】 

島根 2に，常設重大事

故緩和設備（設計基準拡

張）はない。 

【東海第二】 

常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）が東

海第二にはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の相違 

【東海第二】 

常設重大事故防止設
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先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目）の基本設計方針） 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

・・前回提出時からの変更箇所 

 
東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機  備考 

等対処施設の建物・構築物，機器・配管系及び土木構造物の

地盤においては，自重や運転時の荷重等と，静的地震力及び

動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に係るもの又はＢクラ

スの施設の機能を代替する常設重大事故防止設備の共振影響

検討に係るもの）との組合せにより算定される接地圧に対し

て，安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短

期許容支持力度を許容限界とする。【4 条 10】【49 条 7】 

 

1.2 急傾斜地の崩壊の防止 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき指

定された急傾斜地崩壊危険区域でない地域に設備を施設す

る。【10 条 1】 

備（設計基準拡張）が東

海第二にはない。 
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先行審査プラントの記載との比較表（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針） 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機 備考 

2. 燃料貯蔵設備

使用済燃料を貯蔵する乾式キャスク（兼用キャスクを含

む。）は保有しない。【4条 1】【5条 90】【26 条 51】【7条共通

17】 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2号では，使用済

燃料乾式貯蔵設備を施

設しない。 
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